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１ 趣旨 

 第221回国会において成立した家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（令和８年法律第

20号。以下「改正法」という。）では、最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入

検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効

率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼

養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のた

め輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置

を講ずることとしている。 

 これに伴い、家畜伝染病の対象家畜等について定めている家畜伝染病予防法施行令（昭和

28年政令第235号。以下「令」という。）等について必要な改正等を行うこととする。 

 

２ 政令案の概要 

（１）家畜伝染病予防法施行令の一部改正 

① 改正法により家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「法」という。）が改

正され、家畜伝染病に牛のランピースキン病を追加することに伴い、我が国畜産業に

おいて一定程度定着し、また、基幹家畜である牛と同様に同病の感受性を有する水牛

を家畜伝染病予防法の対象家畜に追加する。（令第１条関係） 

② 改正法により法が改正され、ランピースキン病の患畜及び疑似患畜が殺処分の対象

となり、その死体には焼却等の義務がかかるが、家畜防疫員の指示によりその死体の

一部を安全に処理できることから、家畜防疫員の指示に従い当該死体を解体してその

一部を化製処理等する場合を当該義務の例外とする。（令第６条関係） 

③ 改正法により法が改正され、獣医師法の特例として、豚熱ワクチンその他の政令で

定める動物用生物学的製剤について、都道府県知事が行う研修を受け、登録を受けた

飼養衛生管理者による接種を当分の間可能とすることに伴い、当該動物用生物学的製

剤として豚熱予防液を定める。（新設） 

（２）ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する

等の政令の廃止 



 

改正法により法が改正され、家畜伝染病に牛のランピースキン病を追加することに伴い、

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の

政令（令和７年政令第256号）を存続させる必要がなくなることから、当該政令を廃止する。 

 

（３）その他 

その他改正法の施行に伴う所要の規定の整備の対応等を行う。 

 

３ 施行期日 

改正法の施行の日（※） 

※ 改正法の施行期日については、改正法附則第１条において、「公布の日から起算して

三月を超えない範囲内において政令で定める日」としている。 

ただし、（１）③については、同条第２号において、「公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日」としている。 


